
日本馬術連盟競技会規程（第 33版）改正抜粋 

（エンデュランス年間取得ポイント） 

エンデュランス競技本部 

 日馬連競技会規程（第 33 版・現行）第 9編年間取得ポイント・第 903条ポイントの集計・④エンデ

ュランスについて、以下の通り改正し、2022年（令和 4年）1月 1日より施行いたします。 

 改正点： 

 距離ポイント：実測距離（小数点第 1 位まで）を距離ポイントとし付与することとする。小数点第 2

位以下は切り捨てとする。 

 順位ポイント：それぞれの競技の出走頭数を基礎ポイントとする。基礎ポイントに別表の係数をかけ

た数値を 1 位の順位ポイントとする。2 位以下は基礎ポイントから順位がひとつ下がるごとに 1 ずつ減

じた数値に係数を順位ポイントとし、これを付与する。これにより、競技種別・距離・日数・頭数を反映

させより実態に即したポイントを付与することが可能になる。また、全日本選手権競技は係数をプラス 1

とし、選手権競技完走者を尊重したポイント付与とする。完走できなかった人馬（順位がつかなかった人

馬）には順位ポイントは付与されない。 

   順位ポイント計算式： 〔出走頭数－（順位－1）〕×係数=順位ポイント 

    例：80km公認競技にて 10頭出走したうちの 3位 

    〔10－（3－1）〕×1.4=11.2 

        100km全日本選手権競技にて 20頭出走したうちの 5位 

    〔20－（5－1）〕×(2.6＋1)=57.6 

ベストコンディション賞：ベストコンディション賞は、ベースとなる 5ポイントに、別表の係数をかけ

たものを付与する。 

 施行日：2022年 1月 1日。エンデュランス競技のポイント集計の締め日が 12月末日のため、1月 1

日より新規程でのポイント集計を行う。 

 



別表：係数 

距離（㎞） 公認競技の係数 主催競技の係数 CEI競技の係数 
40～59㎞/1日 1.0 2.0  
60～79㎞/1日 

または 
40～49㎞×2日 

 
1.2 

 
2.2 

 

80～99㎞/1日 
または 

50～59km×2日 

 
1.4 

 
2.4 

 

100～119㎞/1日 
または 

60～69㎞×2日 

 
1.6 

 
2.6 

 
2.6 

120～139㎞/1日 
または 

70～89㎞×2日 

 
1.8 

 
2.8 

 
2.8 

140～159㎞/1日 2.0 3.0  
160㎞以上/1日 

または 
90～100㎞×2日 

または 
70～80㎞×3日～ 

 
 

2.2 

 
 

3.2 

 
 

3.2 

※全日本選手権競技の係数はプラス 1とする。 


